
 

 

 

島根県余裕期間制度設定工事の試行に係る事務取扱要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、島根県土木部所管の建設工事について、受注者の円滑な施工体制の確保を

図るため、事前に労働者の確保や建設資材の調達を計画的に行うことができる余裕期間を設定

した工事を実施するにあたり、必要な事項を定める。 
 

（用語の定義） 

第２条  

（１）余裕期間 

   契約締結（予定）日から工期の始期日の前日までの期間をいう。 

   余裕期間内は、監理技術者又は主任技術者及び現場代理人を配置することを要しない。 

（２）実工期 

実際に工事を施工するために必要な期間で、準備期間と後片付け期間を含む。 

（３）工期の始期日 

   実工期の始期をいう。 

 

（対象工事） 

第３条 請負対象額５千万円以上で、建設工事の種類が「土木一式工事」である建設工事のうち、

発注者の判断により余裕期間を設けることが有益と認められる工事を対象とする。 

 

（余裕期間の設定方法） 

第４条 発注者の判断により以下のいずれかの方式を設定することとする。 
（１）発注者指定方式 
   発注者が工期の始期日を指定する方式をいう。 
（２）任意着手方式 
   発注者が示した工期の始期日期限までの間に、受注者が工期の始期日を選択できる方式

をいう。 
 

（余裕期間の設定） 

第５条 余裕期間は６０日とする。 

 

（前払金の支払い） 

第６条 受注者は、余裕期間設定工事の前払金について、工期の始期日以降でなくては請求を行

うことはできない。 

 

（工期の始期日までの現場管理等） 

第７条  

（１）契約締結日から工期の始期日までの現場管理は、発注者が行うこととする。 

（２）受注者は、余裕期間内に資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設 

物の設置等、工事の着手を行ってはならない。 

 

（その他） 

第８条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて別に定める。 

 

附  則 

１ この要領は、平成２８年１２月１日から施行する。 


